
指定管理者制度運用委員会（平和の礎関係）

平成 29年度指定管理モニタリング検証結果について

１ 開催日時：平成 30年９月 12日（水） 15：00から 17：00まで

２ 開催場所：県庁３階 第５会議室

３ 委員の出席状況：全員出席

島袋 秀光委員（元 県広報アドバイザー）

宮里 正子委員（浦添市美術館 館長）

城間 佐智子委員（元 株式会社沖縄バス 観光部指導課長）

髙良 正輝委員（税理士法人さくら 社員税理士）

４ 検証対象

「平和の礎」指定管理者（公益財団法人沖縄県平和祈念財団）の平成 29年度指定
管理状況モニタリング結果の検証

５ 検証内容

（１） 県が実施するモニタリングは適正になされているか

（２） 指定管理者に対する県の指導・助言は適切に行われているか

（３） 利用者アンケートや苦情に対する指定管理者や県の対応は適切に行われているか

６ 検証方法

（１）事務局（平和援護・男女参画課）の現地モニタリング報告

（２）主な質問・意見

① 施行版モニタリングシートについて

委 員：一歩踏み込んでもっと克明にやるという、そして最終的には総合評価をす

ることによって全部のモニタリングが理解できる方向ができるようにした

ものと理解してよいか。

事務局：指定管理者制度を総括する行政管理課において、これまで各指定管理者の

検証をいただいている中で、現行のモニタリングシートで不十分なところ

があったのを、次年度改定を行うこととし、今年は施行版の形でシートを

提示したところであり、四段階評価判定などを取り入れるなどが加わって

おり、そのようにご理解いただきたい。

委 員：改定は評価する。我々委員が検証していくうえでどこに基準を置いてどう

判断するかが重要であり、説得力のある説明をいただいて評価が S とか A



が妥当かを考えていく必要がある。

② アンケートについて

委 員：モニタリングにおいて使用したアンケート結果について、来園した糸満市

内の保育士を対象にしたもののみで、ほかにも修学旅行生や観光客がいる

はずだが、ほんの一例のアンケート結果で評価を行うのには疑問がある。

事務局：現地モニタリングで財団へ訪問した際にアンケート数の少なさについて指

摘したところであり、常時設置しているアンケートも含め、今後はイベン

ト等で来園する方々などに対してもアンケートを実施してみてはどうかと

いうことで財団へ提案した。

③ 台風時の閉園など災害時の対応について

委 員：台風が来た時に閉園する場合の基準はどうなっているのか。一般にどのよ

うに案内するのか。また、災害時の避難場所などはどうなっているか。

事務局：緊急時対応マニュアルによると、台風来襲時は閉園の基準として、台風の

勢力、進路、速度等を勘案し、公園区域が３時間以内に暴風雨域に入るこ

とが予想され、路線バスの運行が停止又は停止が明らかなときとしており、

閉園を決定した場合は公園のホームページにて案内する。また、津波注意

報・警報が発令された場合は、平和の礎区域の来園者については隣接する

平和祈念堂又は平和祈念資料館へ誘導することとなっている。

７ 検証結果

モニタリング検証の結果、委員全員一致で、公益財団法人沖縄県平和祈念財団の平和

の礎指定管理運営状況は適切であり、同財団及び県が実施するモニタリングが適正に行

われているとの意見であった。
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Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

(1) 清掃

指定
管理者

委託
業者

○
○

（植栽
点検）

(2) 保守・点検

指定
管理者

委託
業者

○ ○

(3) 保安・警備

指定
管理者

委託
業者

○

(4) 小規模修繕

指定
管理者

委託
業者

○

実施主体
（該当者に○印）

実施主体
（該当者に○印）

実施主体
（該当者に○印）

実施主体
（該当者に○印）

良好に実施

（事業報告書）

平和の礎の管理に関
する基本協定書第13
条の仕様書に基づ
き、必要に応じて小
修繕を行なった。

刻銘碑、便所、園路
等の清掃について平
和の礎の管理に関す
る基本協定書第13条
の仕様書に基づき清
掃、植栽・樹木管理
を実施した。

業務改善に向けた分析

実施内容

適切に実施

良好に実施

整合性の検証

適切

整合性の検証

整合性の検証

簡易な施設・設備等の
修繕等について、平時
は幅広い知識を有する
賃金職員が当たるが、
対応困難な専門的ある
いは規模の大きな修繕
等については、専門業
者委託により行う。

業務改善に向けた分析

日常的な点検等につ
いては当財団職員及
び作業員が行い、平
和の火や噴水、トイ
レや施設の電気･機械
設備等の保全管理に
当たっては、専門知
識と技術、資格を要
することから専門業
者へ委託し、適切に
行なった。

（現地確認）

（現地確認）

整合性の検証

事業計画

（事業報告書）

目視確認。委託契約
内容および点検日誌
を確認した。

（現地確認）

「平和の礎」指定管理者　モニタリングシート

事業計画

事業計画

事業計画

（事業報告書）

業務改善に向けた分析

業務改善に向けた分析

現地目視確認を行っ
た。
点検記録簿を確認し
た。

実施内容

適切

日常的又は定期的な清
掃、植栽管理、工作物
及び付属施設の保守点
検・修繕等については
平和の礎の指定管理者
選定要項及び平和の礎
の管理に関する協定書
に基づき適切に実施し
ていく。

適切

日常的又は定期的な清
掃、植栽管理、工作物
及び付属施設の保守点
検・修繕等については
平和の礎の指定管理者
選定要項及び平和の礎
の管理に関する協定書
に基づき適切に実施し
ていく。

適切

（事業報告書）

平和の礎の管理に関
する基本協定書第13
条の仕様書に基づ
き、巡回警備等を実
施して、利用者の安
全確保や工作物の保
安確保に努めた。

参観者と施設の安全・
保安を確保するため、
警備については、日中
は常時巡回するととも
に、慰霊の日、正月等
の平和の火の点火時に
は、夜間も警備を配置
し巡回を行う。

実施内容

委託契約内容および
警備日誌を確認し
た。

実施内容

（現地確認）

適切に対応

月報で報告されてい
る小修繕の内容を、
支出調書等で確認し
た。
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(5) 備品購入

指定
管理者

委託
業者

(6)　防犯・防災対策

指定
管理者

委託
業者

○ ○
（警備）

(7) 料金徴収業務

指定
管理者

委託
業者

２．運営業務

(1) 利用実績

１) 入園者数

２) 施設稼働率

３) 運営企画

（現地確認）

事業計画

平和の礎は原則として一年を通し
て参観できるようにするため、案
内所及び管理事務所での参観者対
応や献花やチリの片づけ等の清掃
管理に必要な職員を土日祝祭日は
もとより年末年始においても、常
時最低１人を配置する。

事業計画  業務改善に向けた分析

事業計画に基づいて適切
に行なった。

平均稼働率

平日・土日祝日別稼働率

〈開館時間〉

（事業報告書）
 整合性の検証

実施内容

〈開館日数〉

実施内容

前年実績 実績

整合性の検証

（現地確認）

（事業報告書） （現地確認）

備品は県が購入して当
財団に貸与しているの
で、事業計画なし。

不可抗力(突風)によ
り作業用機械(刈払機
他)を県からの増加費
用で購入した。

現地目視確認を行っ
た。

適切

日中は外部委託による
警備員を配置し、日に
数回施設内を巡回警備
する。
また、日頃から警察及
び消防当局と連携対応
する。

平和の礎の管理に関
する基本協定書第13
条の仕様書に基づ
き、巡回警備等を実
施した。
また、沖縄県平和祈
念資料館・沖縄平和
祈念堂と合同で防災
訓練を行なった。

委託契約内容および
警備日誌を確認し
た。
緊急対応マニュアル
を確認した。

適切 適切に実施

実施主体
（該当者に○印） 実施内容

業務改善に向けた分析

（事業報告書）

事業計画

実施主体
（該当者に○印）

事業計画

実施主体
（該当者に○印）

業務改善に向けた分析

（事業報告書） （現地確認）

業務改善に向けた分析

実施内容

業務改善に
向けた分析

100%

整合性の検証

整合性の検証

事業計画

適切に対応118%

実績

実績検証
(対前年比　％)

100%

業務改善に
向けた分析

整合性の検証
(計画達成率

％)

平和祈念公園入園者数（平和の礎個別の利用者数の
区別ができないため公園全体の入園者数を使用）

1,250,638人1,063,134人

有料施設なし

該当なし
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(2) 受付・接客

指定
管理者

委託
業者

○

(3) 広報

指定
管理者

委託
業者

○

(4) 情報管理

指定
管理者

委託
業者

○

実施主体
（該当者に○印）

（現地確認）

実施内容

整合性の検証

事業計画

実施主体
（該当者に○印）

業務の推進に当たって
は、個人情報保護関係
の法律や条例に準拠し
て行い、本業務の実施
に関して知り得た個人
情報の漏洩等の事故の
防止とその適正な管理
のための措置を講じる
こととする。

（現地確認）

策定した「個人情報
に関する基本的な考
え方」により個人情
報の適正な管理に努
めた。

（事業報告書）

業務改善に向けた分析

（事業報告書） （現地確認）

業務改善に向けた分析

良好に実施。
事業計画に基づいて
適切に行った。

整合性の検証

（事業報告書）

良好に実施

平和の礎の管理に関
する基本協定書第13
条の仕様書に基づ
き、職員の配置、案
内誘導、苦情処理等
を適切に行った。

苦情処理等について
日報を確認し、日々
の対応が適切である
か確認した。

適切

事業計画

①平和の礎は原則とし
て一年を通して参観で
きるようにするため、
案内所及び管理事務所
での参観者対応や献花
やチリの片づけ等の清
掃管理に必要な職員を
土日祝祭日はもとより
年末年始においても、
常時最低１人を配置し
ている。
②平和発信をその理念
とする平和の礎は、そ
の背景となる霊域と平
和祈念資料館、平和祈
念公園、平和祈念堂と
の連携が不可欠である
ことから、これらの施
設や業務についても配
置職員に理解を徹底す
る。

整合性の検証

ホームページおよび
スマートフォン等で
平和の礎事業にかか
る部分について確認
した。
現地ではWi-Fi機能を
確認した。

適切

実施内容
実施主体

（該当者に○印）

事業計画

①利用者へのサービス
の向上を図るため、職
員を通年配置して案内
及び利用者からの各種
照会等に対応するとと
もに、平和の礎案内
リーフレットの配布を
行うほかスマホに対応
するため無料Ｗｉ-Ｆｉ
機能を整備する。
②参観者増に資するた
め、関連イベント等に
ついてマスコミ各社に
対し随時情報提供に努
め、告知欄の積極的活
用に努め、県民への周
知を図る。

適切に管理。

平成29年3月14日指定
管理者にて制定の
「特定個人情報の取
り扱いに関する基本
方針」を確認した。

適切

業務改善に向けた分析

実施内容
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３．自主事業

指定
管理者

委託
業者

○

事業計画

実施主体
（該当者に○印）

①沖縄の歴史と風土の
中で培われた「平和の
こころ」を広く内外に
述べ伝え、世界の恒久
平和を願うという平和
の礎建設の趣旨を達成
するため、摩文仁の霊
域や平和祈念資料館、
平和祈念堂などの平和
祈念公園内各施設を一
体的に捉え、密接に相
互の連携を図りなが
ら、平和の礎にふさわ
しく誘客に即効性の期
待できるイベント等の
主催し、あるいは関係
団体等と連携協力して
共催等による企画実施
に努めるとともに、沖
縄の重要な観光施設、
資源としても利用者の
増加を促進し、平和の
礎の積極的な有効活用
を図る｡
②４月の平和祈念こい
のぼりまつりや６月の
平和の光の柱、７月の
平和の七夕まつり、旧
暦８月の地域青年によ
る旧盆エイサー奉納、
旧暦９月平和の凧揚げ
フェスタ、１月の初日
の出in平和祈念公園な
ど、見るだけでなく親
子で来園し、参加する
ことによって自然に平
和について考える契機
とするイベントを企画
実施する。

○

一般利用者や身体的・
社会的弱者などが容易
に施設利用できるよう
に努めることとし、足
の不自由な参観者や子
連れの参観者のため、
有料の園内バスの運
行、コインロッカーの
設置の他、車椅子及び
ベビーカーの無料貸し
出しを継続して実施す
る。

（現地確認）

－

－

実施内容

整合性の検証

「平和祈念こいのぼり
まつり」を実施

適切

平和の七夕まつりを
実施

－

該当なし（以
下、平和援護・
男女参画課の指
定管理（平和の
礎）にかかる分
のみ検証する）

該当なし（以下、平
和祈念公園指定管理
に係る事業計画との
重複を考慮し、平和
援護・男女参画課の
指定管理（平和の
礎）に係る分のみ確
認する。）

－

－ －

平和祈念旧盆エイ
サー奉納事業を実施

重陽の節句平和の凧
揚げフェスタを実施
（台風接近のため中
止）

－

（事業報告書）

業務改善に向けた分析

－ －

沖縄全戦没者追悼式
前夜祭として、祈り
の摩文仁、平和の灯
火と平和の光の柱を
実施

沖縄全戦没者追悼式
を沖縄県と共催実施

適切に共催された。

車イス、ベビーカー
貸出事業及び有料の
コインロッカーを設
置し、利用者に利便
提供をした。

物品貸し出し簿を確
認した。（個人情報
については１年後破
棄されている。）

適切 良好に実施

「平和の光の柱」を
糸満市「平和の光」
事業と共催実施

－

伝統凧揚げ大会を糸
満市商工会青年部と
共催実施

－ －

ヒマワリ畑の迷路を
実施

－ －

－

－

盆供養祭を実施

新春初日の出ｉｎ平
和祈念公園の実施

－ －

良好に実施
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Ⅱ．サービスの質の評価

〈平均満足度〉
　①非常に良い・良い　85  %
  ②普通         　　 13  %
  ③悪い・非常に悪い   2  %

〈改善要望〉
①献花台・千羽鶴奉納する場所を
設置してほしい。②洋式トイレを
増やしてほしい。

〈平均満足度〉
　①非常に良い・良い　80  %
  ②普通         　　 17  %
  ③悪い・非常に悪い   3  %

〈改善要望〉
①職員の対応をもう少し親切にし
た方がよい。

〈平均満足度〉
　①非常に良い・良い　78  %
  ②普通         　　 19  %
  ③悪い・非常に悪い   3  %

〈改善要望〉
①検索機での検索に時間がかかり
すぎる。

〈平均満足度〉
・アンケート項目なし

〈改善要望〉

〈平均満足度〉
　①非常に良い・良い　81  %
  ②普通         　　 16  %
  ③悪い・非常に悪い   3  %

適切

  アンケート調査を今後の
管理運営に反映させ、利用
者満足度の更なる向上に努
める。

適切

適切

適切

業務改善に向けた分析

  改善要望については、県
に伝えていく。

　利用者の要望が反映され
るよう、アンケート項目の
追加を検討したい。

指定管理者
自己評価

  改善要望については、毎
月職員・班長会議を実施
し、現場の状況や意見交換
等を行い、改善に努めた
い。

評価項目 第三者（利用者等）評価

施設・設備
管理

維
持
管
理
業
務

  改善要望については、県
に伝えていく。

総合評価

運
営
業
務

施設・設備

自主事業

接客対応
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Ⅲ．サービスの安定性評価

１．事業収入

(1) 収入
対計画比
（％）

20,634,000 20,634,000 100  指定管理料

2,892,000 2,891,478  不可抗力による増加費用

23,526,000 23,525,478 100

(2) 支出

対計画比

（％）

5,161,000 5,160,738 100

6,705,000 6,704,360 100

177,120 177,120 100

605,600 605,600 100

424,756 424,756 100

618,960 618,960 100

312,078 312,078 100

42,430 42,430 100

20,681 20,676 100

62,110 62,110 100

7,718,085 7,718,085 100

362,880 362,880 100

150,000 150,000 100

990,300 990,300 100

175,000 175,000 100

23,526,000 23,525,093 100

負担金

公課費

その他

合計（Ｂ）

〈業務改善に向けた分析〉

　礎、公園、各県慰霊塔等一体的管理により経費抑制につながっており、礎以外の施設の管理受託等と緊密な
連携を取りつつ経費節減に取り組む。

修繕費

通信運搬費

手数料

保険料

委託料

使用料及び賃借料

人件費

賃金

消耗品費

燃料費

光熱水費

〈業務改善に向けた分析〉

　不可抗力により発生した増加費用や大規模修繕については、指定管理料とは別に県と協議・調整を行い、適
切に管理運営をしていく。

支出項目 事業計画 実績

指定管理料

自主事業
収入

合計（Ａ）

消耗什器備品費

収入項目 事業計画 実績 備考

利用料金
収入

備考



別紙６－Ⅲ　　

２．経営分析指標

対計画比

（％）

※経営分析指標の評価の考え方

入園者あたり自治体負
担コスト

指定管理料／入園者数
１人あたりの入園者に対してどれだけの県による財
政負担がなされているか。前年度との比較、類似施
設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

外部委託費比率 外部委託費合計／支出 外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

入園者あたり管理コス
ト

支出／入園者数

１人あたりの入園者に対してどれだけのコストが費
やされているか。コストが少なくても入園者が少な
い、あるいは入園者は多いがコストがかかっている
など、前年度との比較、類似施設との比較により、
当該施設の効率性を確認する。

利用料金比率 利用料金収入／収入
指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定
したものであるのかを確認する。

人件費比率 人件費／支出
支出の中で人件費が減らされすぎていないか、それ
により効率が低下していないかを確認する。

〈業務改善に向けた分析〉

　繁忙期においてシルバー増員を含め、状況に応じて運営しており、今後も経費節減を図りながら、引き続き
県と緊密な連携のもと、適切な管理運営をしていく。

評価指標 計算方法 評価の考え方

事業収支 収入－支出
事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題とな
るため、県、指定管理者で協力して黒字化のための
方策を協議する必要がある。

入園者あたり自治体負担コスト
16.50 16.50 100.00%

（指定管理料／入園者数）

入園者あたり管理コスト
18.81 18.81 100.00%

（支出(Ｂ)／入園者数）

外部委託費比率
32.81% 32.81% 100.00%

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

人件費比率
21.94% 21.94% 100.00%

（人件費／支出(Ｂ)）

利用料金比率
0.00% 0.00% 0.00%

（利用料金収入／収入(Ａ)）

評価指標 事業計画 実績 備考

事業収支
0 385 0.00%

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）



（３～５については、改善が必要です）

（３～５については、改善が必要です）

（７については、改善が必要です）

（２、３については改善が必要です）

※年次有給休暇の法定の付与日数表（週所定労働日数が５日以上、
　又は、週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合。）

※なお、月30時間未満の労働者は比例付与することとされています。

別紙４

労 働 条 件 等 自 主 点 検 表

施設名  平和の礎

指定管理者名  公益財団法人 沖縄県平和祈念財団

２　就業規則
　就業規則（労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め
方及び支払方法、退職（解雇の事由を含む。）等、労働
条件の具体的細目を定めた規則）を作成しています
か。また就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っ
ていますか。

　常時１０人以上の労働者(パートタイム労働者を含
む。）を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄
労働基準監督署長へ届け出なければなりません（法第
８９条）
　また、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備付
け、書面の交付又は電子機器の設置等により労働者
に周知させなければなりません（法第106条）

常時使用す
る労働者は
10人未満で
ある。

常時使用する労働者が10人以上である

作成して監
督署に届け
出てあり、
内容も実情
に合ってい
る

作成して監
督署に届け
出てある
が、内容が
実情に合っ
ていない

作成してあ
るが、監督
署に届け出
ていない

　  ※　以下の確認事項に従い、指定管理者による確認結果欄の該当する箇所に○を付け、記入が必要な箇所については記入願います。

確認事項 指定管理者による確認結果
１　労働条件の明示
　労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退
職（解雇の事由を含む。）、安全衛生等の労働条件を
労働者に対し明示していますか。この場合において、
労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付し
ていますか。

　労働契約の締結時には、パートタイム労働者を含む
すべての労働者に対し労働時間、賃金、退職（解雇の
事由を含む）、安全衛生等の労働条件を明示しなけれ
ばなりません。特に、労働契約期間、有期労働契約を
更新する場合の基準、始業・終業の時刻、所定時間外
労働の有無等、約定賃金の決定、計算、支払の方法
及び賃金の締切り、支払の時期等、退職（解雇の事由
を含む。）については、書面を交付しなければなりませ
ん[労働基準法（以下「法」といいます。）第１５条]

就業規則、
労働条件通
知書を交付
して労働条
件全般につ
いて明示し
ている

労働条件全
般について
口頭で明示
するととも
に、労働時
間、賃金等
に関する事
項について
は書面を交
付している

労働条件全
般について
口頭で明示
している
が、書面の
交付はして
いない

労働時間、
賃金等の労
働条件の一
部について
のみ口頭で
明示してい
る

労働契約締
結時には明
示していな
い

1

作成してい
ない

1 2 3 4 5

2 3 4 5

４週３日以下

３　所定休日
　所定休日をどのように定めていますか。
　
　休日は少なくとも毎週１日又は４週間を通じ４日を与
えなければなりません（法第３５条）

週休2日制 週休１日制 その他

完全(毎週) 月３回 隔週 月１～２回 週１日 ４週４日

勤続年数 0.5 1.5

16 18 20

1 2 3 4 5 6 7

４　年次有給休暇
　年次有給休暇についてはどのように取り扱っていま
すか。

　年次有給休暇は、６ヶ月間継続勤務し、全労働日の８
割以上を出勤した労働者については１０労働日、以降
１年ごとに付与日数を増加しなければなりません（法第
３９条）
　
　

法定どおりの年次有給
休暇を与えている

年次有給休暇を与えて
いるが、付与日数が法
定を下回っている

年次有給休暇を与えて
いない

1 2 3

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14

- 1 -



（２、３については、改善が必要です）

（２については、改善が必要です。）

【支払う賃金(A)と地域別最低賃金（B)の比較方法】

時間外労働・深夜労働について

（２、３については改善が必要です。）

休日労働について

（２、３については改善が必要です。）

５　健康診断
　定期健康診断を実施していますか。

　常時使用する労働者については、年１回定期に健康
診断を行わなければなりません（労働安全衛生法第６
６条）。
　なお、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に
対しては６月以内ごとに１回定期に健康診断を行わな
ければなりません（労働安全衛生規則第４５条）

毎年１回以上定期的
に行っている

年によって行ったり
行わなかったり一定
しない

行ったことがない

1 2 3

2 3

３割５分以上の割増
率にしている

３割５分未満の割増
率にしている

休日労働をさせてい
るが、支払っていな
い

1 2 3

６　最低賃金
　地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。
　
　なお、地域別最低賃金には次の賃金は含まれませ
ん。
　　　①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
　　　②１月を超える期間ごとに支払われる賃金
         （賞与等）
　　　③所定外・休日・深夜の労働に対して支払われ
　　　　 る割増賃金
　　　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

支払っている 支払っていない

1 2

７　割増賃金
　時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場
合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支
払っていますか。

　法定労働時間を超える時間外労働については、2割5
分以上、法定休日における休日労働については3割5
分以上、深夜労働（午後10時から翌日午前5時の間の
労働をいいます。）については2割5分以上の割増賃金
を支払わなければなりません（法第37条）。

※割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手
当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払
われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃
金は算入しません。

２割５分以上の割増
率にしている

２割５分未満の割増
率にしている

時間外労働又は深夜
労働をさせている
が、支払っていない

1

時間によって定

められた賃金

（時間給）

日、週、月等

によって定め

られた賃金

当該期間における所定労

働時間数（日、週、月に

よって所定労働時間が異

なる場合には、それぞれ１

週間、４週間、１年間の平

均所定労働時間数）

地域別

最低賃金

（時間額）＋ ÷ ≧

(A) (B)
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※調査対象となる従業員は、雇用形態（正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において

   指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもっぱら従事する従業員(平成30年３月末における業務全体のうち、当該業務の

 　割合が概ね50％以上の従業員)となります。　

※調査対象となる従業員は、雇用形態（正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において

   指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもっぱら従事する従業員(平成30年３月末における業務全体のうち、当該業務の

 　割合が概ね50％以上の従業員)となります。　

当該指定管理施設で勤務する従業員の雇用保険
加入状況

9 9 0

確認事項 指定管理者による具体的な取組内容

８　雇用保険の加入について

確認事項 従業員数
うち雇用保険
加入従業員数

うち雇用保険
未加入従業員数

従業員の雇用保険加入に関する取組

確認事項 未加入とする理由

従業員に雇用保険未加入者がいる場合の未加入
理由

うち厚生年金保険
未加入従業員数

当該指定管理施設で勤務する従業員の健康
保険・厚生年金保険加入状況

9 9 0 9 0

９　健康保険・厚生年金保険の加入について

確認事項 従業員数
うち健康保険
加入従業員数

うち健康保険
未加入従業員数

うち厚生年金保険
加入従業員数

従業員に健康保険・厚生年金保険未加入者がい
る場合の未加入理由

確認事項 指定管理者による具体的な取組内容

従業員の健康保険・厚生年金保険加入に関する
取組

確認事項 未加入とする理由
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